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本市では、人口の増加や行政需要の拡大等を背景に、主に昭和 40 年代から昭和 60 年代にかけて公共施

設等の建設・整備が行われており、これらの施設は、年月とともに老朽化が進んでいるため、今後施設の更

新等が必要になります。 

一方、財政状況は、少子高齢化の進行に伴 

い、公共施設等の維持管理や新設に必要な予 

算に比べ、社会保障に係わる予算が増加して 

いきます。また、市民の多様なニーズに対応 

したサービス水準を維持する取り組みが必要 

と考えます。 

本市では、限られた財源の中、市民のニー 

ズに対応した行政サービスの提供・質の向上 

を実現していくために、現状の公共施設にか 

かるコスト情報と施設情報の両面から実態を 

把握し、課題を抽出したうえで、統一的・一 

元的な管理を実現するための管理運営方法 

（投資計画や行政組織等）を定め、公共施設のマネジメントを実施していきます。 

 

 

本計画は、本市の「瑞穂市第２次総合計画」の下部計画として、総合計画に掲げる道路や橋梁、上・下水道

施設等の長寿命化や適正管理、建物系公共施設のマネジメントの推進等の取り組みを具体化するものです。 

また、本計画は、建物系公共施設や橋梁等の土木インフラ施設に係わる個別施設計画の上位計画として位

置付けます。 

なお、平成 25 年 11 月 29 日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議で決定された「イ

ンフラ長寿命化基本計画」及び平成 26 年 4 月 22 日に総務大臣から通知のあった「公共施設等の総合的か

つ計画的な管理の推進について」により体系上は、地方公共団体における「行動計画」に相当し、本市の公

共施設等の今後の維持管理等のあり方について基本的な方針を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．瑞穂市の公共施設 

（１）背景と目的 

公共施設マネジメントのあり方 

（２）計画の位置付け 

本計画の位置付け 
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1）建物系公共施設 

建物系公共施設（本市が保有する公共建築物のうち、土木インフラ施設に属するもの以外の施設）は下

記の施設を対象とします。 

 

 

 

 

2）土木インフラ施設 

土木インフラ施設は下記の施設を対象とします。 

 

 

3）計画期間 

本計画の期間は、平成 27 年度から平成６6 年度までの４0 年間とします。 

なお、総合管理計画策定指針においては、計画期間は「少なくとも 10 年以上」としつつ、将来人口の

見通しとして約 30 年先を見据えて公共施設等総合管理計画を策定するものとされています。 

一方、本市の人口は、今後１０年程度は増加すると予想されることから、総合管理計画策定指針に示され

ている約３０年に１０年を加えたうえで、長期的な視野を持ちながら、本市で投資的経費の財源負担が多大

になる大規模な更新時期に備えるため、計画期間を４０年と設定するものです。 

 

 

本市の公共施設は、人口の増加に伴い昭和 43 年度～昭和 55 年度（1968 年～1980 年）頃に学

校教育系施設や子育て支援施設等多くの施設が整備され、築年数 30 年以上の施設が 50.7％となって

おり、大規模改修が必要な施設が多くなっています。 

また、新耐震基準（昭和 56 年（1981 年）６月１日建築基準法施工法改正（新耐震））で建設さ

れた建物の延床面積は、91,151ｍ2（58.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）建物系公共施設の築年別整備状況 

建物系公共施設の築年別整備状況 

（３）対象施設 

市民文化系施設、社会教育系施設、学校教育系施設、子育て支援施設、保健・福祉

施設、行政系施設、公営住宅、供給処理施設、その他①（トイレ、付属倉庫等）、そ

の他②（火葬場）、その他③（自転車駐車場）、その他④（排水機場） 

道路施設、橋梁施設、公園施設、上水道施設、下水道施設、農業土木施設 
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建物系公共施設の耐震化状況 

土木構造物（インフラ）保有状況

 

 

平成 2６年（2014 年）4 月 1 日時点の施設の耐震化は、旧耐震基

準延床面積 62,786m2 のうち、10,511m2（6.8％）が未実施の状況

にあり、耐震化率は 92.4％となっています。 

耐震化率 92.4％は、人口 5～10 万人未満の都市の平均値 75.6％

を上回っており、政令指定都市の 82.3%よりも高い数値となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本市の主な土木構造物（インフラ）の保有状況（平成２6 年度末現在）を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）建物系公共施設の耐震化 

（６）土木構造物の保有状況 

施設類型

31路線
実延長：
43,690ｍ

20路線
実延長：
17,339ｍ

2,147路線
実延長：
444,763ｍ

橋梁施設

計画処理面積

敷地面積

計画汚水量

計画処理面積

敷地面積

計画汚水量

計画処理面積

敷地面積

計画汚水量

599橋

種類 保有量

道路施設

１級市道

２級市道

その他市道

橋梁

公園施設

都市公園 19公園

緑地公園 13公園

児童遊園地 49施設

上水道施設

配水管 305,072ｍ

導水管 831m

配水施設 水源地6施設

簡易水道施設
配水管 4,330m

配水施設 水源地1施設

特定環境保全公
共下水道
（西処理区）

農業集落排水処
理施設
（呂久処理区）

コミュニティ・
プラント
（別府処理区）

下水道施設

約146ha

約10,200m2

約3,070m3/日（日最大）
約9.5ha

約886m
2

約189m
3
/日（日平均）

約96.4ha

約7,400m
2

約3,300m
3
/日（日最大）
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公園施設年度別整備量 

道路施設の状況 

橋梁構造年度別整備量 

1）道路施設の状況 

本市が保有する市道は、平成 26 年度末現在の 1 級市道 31 路線の実延長 43,690m、面積

423,685 ㎡で、2 級市道 20 路線の実延長 17,339m、面積 132,096 ㎡、その他の市道２,147 路

線の実延長 444,763m、面積 2,161,924 ㎡です。道路施設の状況を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）橋梁施設の年度別整備量 

平成 26 年度末現在の橋梁保有量は、599 橋です。橋梁の総面積 24,149m2 であり、そのうち、

架設年度が不明な橋梁の総面積は、13,321m2 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）公園施設の年度別整備量 

本市が所有する公園施設は、平成 26 年度末現在で 81 施設であり、そのうち、都市公園 19 施設、

緑地公園 13 施設、児童遊園地 49 施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設類型

実延長：43,690ｍ

面積：423,685m
2

未舗装道延長：31m

舗装道延長：43,659m

実延長：17,339ｍ

面積：132,096m2

未舗装道延長：25m

舗装道延長：17,314m

実延長：444,763ｍ

面積：2,161,924m2

未舗装道延長：82,760m

舗装道延長：362,003m

保有量

道路施設

31路線

20路線

2,147路線

種類

１級市道

２級市道

その他市道
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上水道（管路）の年度別整備延長 

4）上水道施設の年度別整備量 

上水道施設は、配水管、導水管、送水管及び配水施設（水源地）に分類されますが、平成 2６年度

末現在、配水管の総延長約 305,072m、導水管の総延長 831ｍで、水源地６施設、簡易水道施設 1

施設です。上水道施設の整備年次は、1 回目のピーク昭和 5０年（1975 年）、２回目のピーク平成

6 年（1994 年）、３回目のピーク平成 16 年（2004 年）となっており、平成 20 年（2008 年）

以降は、毎年約 5km の整備実績となっています。 

上水道施設の保有量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）下水道施設の年度別整備量 

本市が保有する下水道施設には、特定環境保全公共下水道（西処理区）、農業集落排水処理施設（呂

久処理区）、コミュニティ・プラント（別府処理区）があります。下水道処理人口普及率は、平成 26

年（2014 年）度末現在、12.5%（3 処理区合計）となっています。平成 27 年 3 月 31 日現在の全

国平均公共下水道処理人口普及率は、80.6％であるため、瑞穂市の下水道処理人口普及率は、かなり

低い状況となっています。また、管渠の整備延長は、平成 14 年（200２年）が約 15km でピークと

なっており、その前後の年に約８～12 ㎞が整備されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道処理人口普及率 

全国平均：80.6％ 

施設類型

上水道施設

種類 保有量

配水管

導水管

配水施設

305,072ｍ

831m

水源地6施設
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保有する公共施設等の将来更新費用の推計について、総合管理計画策定指針に基づき、総務省が公

表する「公共施設等更新費用試算ソフト※」及び、各土木インフラ施設で策定されている長寿命化計画

等を活用し、現在保有する公共施設等を将来も同種・同規模で更新した場合の費用を試算します。 

保有する各公共施設等の更新の考え方を示すとともに、公共施設等の数量・延べ床面積等に関する

目標やトータルコストの縮減・平準化等について、将来コストが財政に及ぼす影響を本市における公

共施設等の更新費用の推計により、目安を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本理念を次のように定め、「市民参加・協働のまち

づくり」に向けて、市民と行政の協働により、最適な公共施設等の持続的な供給を目指します。 

①質と量の最適化 

供給（最適な施設量）・品質（安全・安 

心・快適性の確保）・財務（長期にわたり 

経済的なコスト）の３つの視点から、質 

と量の最適化に取り組むことで、良質な 

サービス提供を目指します。 

②公共施設マネジメントの推進 

公共施設等の全体像を把握し、全て 

の市民が安全・安心に暮らせるまちづくりの観点から、公共施設等の総合的なマネジメントに取り

組みます。 

③市民との問題意識の共有化 

公共施設等は大切な資産と捉え、市民と問題意識を共有するとともに、協働して、公共施設等の

将来の方向性の確立に向けて取り組みます。 

２．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方

（７）将来の更新及び改修コストの推計 

（１）基本理念 

３つの視点と良質なサービスの提供

公共施設等の維持管理費と更新費用の推計（下水道を含む） 
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1）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は、数多くの部品・部材や設備機器等様々な素材が組合わされて構成されており、それらは、

それぞれの目的と機能を持っています。部材、設備は、使い方や環境及び経年変化から生じる汚れ、損傷・

劣化、老朽化の進行に伴い本来の機能が低下します。 

このため、施設の劣化及び機能低下を防ぎ、施設等が安心・安全して快適に利用できるよう、定期的な点

検・診断等を実施する必要があります。 

2）維持管理・補修・大規模改修・更新等の実施方針 

予防保全の考え方を取り入れ、トータルコスト縮減・平準化を目指すとともに、必要な施設のみ更新する

等、予防保全型の計画を策定し、計画に則った点検・診断・維持・補修及び更新を行います。 

3）長寿命化の推進方針 

公共施設等のライフサイクルコストを抑えるためには、施設のより良い状態を保持し、より長く使

用することが重要です。 

4）統廃合等の推進方針 

本市の第２次総合計画策定に向けた市民アンケートの結果、今後の公共施設のあり方については、

「老朽化した施設や重複する施設等の廃止や統合、用途の転換を行い、経費を減らすべき」が

55.8％と最も多くなっています。 

5）民間活力の活用方針 

今後、財政状況が厳しくなる中、公共施設等の更新・運営を持続的に行うためには、行政による対応

だけでは限界があるため、民間活力を導入した公民連携の手法について検討・推進していきます。 

6）余剰資産の利活用方針 

施設の再配置・統廃合等によりできた余剰資産（土地や建物）や市が保有している遊休資産は、積

極的に民間への貸し付けや売却を推進するとともに、貸し付け費や売却益は公共施設等の整備・運営

の財源に充当します。 

7）民間提案を受け入れる仕組みの構築方針 

民間活力の導入や余剰資産の利活用においては、効果的なサービス提供のあり方や事業手法、まち

の活性化策等、民間からの提案を積極的かつ効果的に受け入れる仕組みを構築します。 

8）広域的な連携の取り組み方針 

公共建築物を主として、近隣自治体と施設を共同で利用し合うことで、相互に機能を補完するとと

もに、行政サービス向上と経費の削減に取り組みます。このため、広域的な利用が可能と思われる公

共建築物を抽出し、相互利用の仕組みやその可能性等を検討していきます。 

また、広域連携の取り組みを推進するため、近隣自治体と公共施設等のデータの共有化やデータベ

ースの構築についても検討していきます。 

  

（２）管理に関する基本的な考え方 
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各部局が所管する公共施設等の情報について、横断的かつ一元的な管理を行うことを目的に、公共

施設等を効率的に維持管理することができる統括管理部門の設置等を検討します。 

統括管理部門は、各部局の調整機能を発揮し、各部局が所管する資産の全てのデータについて、情

報収集の権限を有するとともに、公共施設等のマネジメントの推進における、計画方針の改定や目標

の見直しを行い、継続的に改善を図れる仕組みを検討します。 

また、市長のトップマネジメントを直接的に支援できる組織とし、かつ、財政部局と直接的又は密

接に連携することで、市の経営戦略を支援できる組織体制とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設マネジメント推進ロードマップ 

３．計画の推進 

（１）全庁的な取り組み体制の構築方針 

（２）瑞穂市公共施設マネジメント推進ロードマップ 

全庁的な取り組み体制イメージ
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瑞穂市マスコットキャラクター 

かきりん 

瑞穂市公共施設等総合管理計画 

概要版 


	平成27 年度　瑞穂市公共施設等総合管理計画　概要版
	１．瑞穂市の公共施設
	（１）背景と目的
	（２）計画の位置付け
	（３）対象施設
	1）建物系公共施設
	2）土木インフラ施設
	3）計画期間

	（４）建物系公共施設の築年別整備状況
	（５）建物系公共施設の耐震化
	（６）土木構造物の保有状況
	1）道路施設の状況
	2）橋梁施設の年度別整備量
	3）公園施設の年度別整備量
	4）上水道施設の年度別整備量
	5）下水道施設の年度別整備量

	（７）将来の更新及び改修コストの推計

	２．公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な考え方
	（１）基本理念
	（２）管理に関する基本的な考え方
	1）点検・診断等の実施方針
	2）維持管理・補修・大規模改修・更新等の実施方針
	3）長寿命化の推進方針
	4）統廃合等の推進方針
	5）民間活力の活用方針
	6）余剰資産の利活用方針
	7）民間提案を受け入れる仕組みの構築方針
	8）広域的な連携の取り組み方針


	３．計画の推進
	（１）全庁的な取り組み体制の構築方針
	（２）瑞穂市公共施設マネジメント推進ロードマップ


	裏表紙

